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【日本薬剤師研修センター】 

薬剤師研修・認定電子システム（PECS）への薬剤師個人登録時等における 

「薬剤師名簿登録番号（免許番号）」入力の際の点検励行について 

 

平素より本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

このたび、別添のとおり、日本薬剤師研修センターより、本年10月下旬を目途に稼

働予定としているPECSの薬剤師個人登録において、「薬剤師名簿登録番号（免許番号）」

の入力の誤りが多数発生している状況の連絡および、入力時の点検の励行に関する周

知について、本会に依頼がございました。 

現在、PECS には約 11 万人が登録されており、そのうち数千人の方に免許番号の登

録の誤りが発生している模様です。また、この登録の誤りにより、その免許番号を正

規に有する薬剤師が PECS 登録を行えないという支障が生じている状況は、大変由々

しき事態です。 

８月 27日付の日薬業発第172 号でもお知らせいたしましたように、PECS では免許

番号を重要なキーとしており、誤りがあった場合は研修の認定にも影響が生じます。

今後、薬剤師個人のPECS登録を行う方には、正しい免許番号の登録についての周知に

ご協力いただければ幸いです。 

同センターには本会からも必要な事項の照会を進めてまいりますので、引き続き、

ご高配のほどお願いいたします。 

 

 

◆添付資料 

【日本薬剤師研修センター 日薬研発第131号 令和３年９月８日】 

薬剤師研修・認定電子システム（PECS）への薬剤師登録時等における点検の励行のお

願いについて（依頼） 

以上 




